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大阪労働局（局長：苧谷 秀信）では、平成 28年 10月 31日に策定した「大阪働き方改革にかか

る今後の基本方針」（以下「基本方針」）により、企業における女性の就業環境の整備・意識改革が進

むよう、各業種団体への働きかけなどを行う一方、女性の活躍推進に関する取組が優良な企業に対し

ては、女性活躍推進法に基づく「認定」（愛称：「えるぼし」認定）を行ってきたところです。 

このたび、下記のとおり「えるぼし」企業（３段階目）を認定しました。 

 

 

 

 

 

また、大阪労働局において、下記のとおり認定通知書交付式を行います。 

 

 

 

 

 

 

★認定は、基準を満たす項目に応じて３段階あり（※）、認定を受けた企業は認定マーク（愛称「え

るぼし」）を商品や広告、名刺、求人票などに使用することができ、女性の活躍を推進している事業

主であることをアピールすることができます。また、各府省等が総合評価落札方式又は企画競争によ

る調達によって公共調達を行う場合に加点評価の対象となります。 

（※）「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の５つの評価項目

のうち、基準を満たす項目数に応じて、１つ又は２つ満たせば１段階目、３つ又は４つ満たせば２段階目、

全て満たせば３段階目となります。 

 

添付資料 

別添１ 女性活躍推進法に基づく認定制度の概要 

別添２ 女性活躍推進法に基づく認定企業（えるぼし認定企業）等が公共調達で有利になります！ 

別添３ 「大阪働き方改革にかかる今後の基本方針」（「4 女性の活躍推進」「11 「働き方改革推進企業」 

の顕彰・動機づけ制度創設に向けた検討」のみ抜粋） 

大阪労働局発表 

平成２９年２月２０日 

 

【照会先】 

大阪労働局雇用環境・均等部 

電  話（０６）６９４１－８９４０ 

大阪労働局 
Press Release 

えるぼし（３段階目）を認定しました！！ 

【 日  時 】 平成２９年２月２８日（火）１０時から 

【 場  所 】 大阪労働局 局長室  

（大阪市中央区大手前４－１－６７ 大阪合同庁舎第２号館８階） 

【出席予定】 日通・パナソニックロジスティクス株式会社 

株式会社オージス総研 

 

えるぼし（３段階目）認定企業 

日通・パナソニックロジスティクス株式会社（摂津市） 

株式会社オージス総研（大阪市西区） 

物流業界 

大阪初 
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女性活躍推進法に基づく認定制度の概要 

 

○ 行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が

優良な企業は､都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。 

○ 認定を受けた企業は､厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」を商品などに付すこ

とができる。 

 

認定の段階  

※ 法施行前からの実績の推移を含めることは可能 

１ 段 階 目

 

以下のいずれも満たすこと。 

○ 次ページに掲げる５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満たし、その実績を

厚生労働省のウェブサイトに毎年公表していること。 

○ 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に

関連する取組を実施し、その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイ

トに公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善していること。 

○下段の ★に掲げる基準を全て満たすこと。 

２ 段 階 目 

 

 

 

以下のいずれも満たすこと。 

○ 次ページに掲げる５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満たし、その実績を

厚生労働省のウェブサイトに毎年公表していること。 

○ 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に

関連する取組を実施し、その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイ

トに公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善していること。 

○ 下段の★に掲げる基準を全て満たすこと。 

３ 段 階 目 

 

以下のいずれも満たすこと。 

○ 次ページに掲げる５つの基準の全てを満たし、その実績を厚生労働省のウェブ

サイトに毎年公表していること。 

○下段の ★に掲げる基準を全て満たすこと。 

★次ページに掲げる基準以外のその他の基準 

○ 事業主行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を定めたこと。 

○ 定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。 

○ 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。 

  

別添１ 
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女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準 

評価項目 基準値（実績値） 

①採用 

 

 

 

男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度（※）であること 

（※直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率（女性の応募者数÷

女性の採用者数）」×０．８が、直近３事業年度の平均した「採用における男性の

競争倍率（男性の応募者数÷男性の採用者数）」よりも雇用管理区分ごとにそれぞ

れ低いこと） 

②継続就

業 

 

 

 

ⅰ）「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管

理区分ごとにそれぞれ７割以上であること 

又は 

ⅱ）「10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者のうち継続し

て雇用されている者の割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労

働者のうち継続して雇用されている者の割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ８

割以上であること 

③労働時

間等の働

き方 

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数

の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て４５時間未満であること 

④管理職

比率 

 

 

 

ⅰ）管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であるこ

と（※産業大分類を基本に、過去３年間の平均値を毎年改訂。） 

又は 

ⅱ）直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のう

ち課長級に昇進した女性労働者の割合」÷直近３事業年度の平均した「課長級よ

り１つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」

が８割以上であること 

⑤多様な

キャリア

コース 

 

 

 

直近の３事業年度に､以下について大企業については２項目以上（非正社員がいる

場合は必ず Aを含むこと）、中小企業については１項目以上の実績を有すること 

A 女性の非正社員から正社員への転換 

B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 

C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 

D おおむね 30歳以上の女性の正社員としての採用 

注） 雇用管理区分ごとに算出する場合において、属する労働者数が全労働者数のおおむね１割程

度に満たない雇用管理区分がある場合は､職務内容等に照らし類似の雇用管理区分とまとめて

算出して差し支えないこと（雇用形態が異なる場合を除く。）。 
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厚生労働省・都道府県労働局 

女性活躍推進法に基づく認定企業（えるぼし認定企業）等が 
公共調達で有利になります！ 
中小企業の場合、行動計画の策定・届出を行うだけで、加点の対象になります！ 

各府省等が総合評価落札方式又は企画競争による調達によって公共調達を実施する場合は、
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定企業（えるぼし認定企
業）などを加点評価するよう、定められました※１。 
 
また、地方公共団体も国に準じた取組を実施するよう努めることとされています。 
公共調達における加点評価の仕組みは、各府省等において原則平成28年度中に開始する予定です。 

 公共調達における加点評価のポイント 

各府省等は、公共調達において、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を積極的に評価し、
これらの企業の受注機会の増大を図る観点から、総合評価落札方式又は企画競争による調達を行う
ときは、えるぼし認定企業などのワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する項目を設定する
こととしています。 
 えるぼし認定企業などの評価項目である「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指

標」が総配点に占める評価割合を定めた上で、えるぼし認定企業の配点を定める※２。 
  

  ＜内閣府が示している参考配点例＞（えるぼし認定企業分） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

※１  「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」 
（内閣府ＨＰ）http://www.gender.go.jp/policy/positive_act/wlb_torikumi.html 
※２ 配点割合も含めた加点評価の詳細については、契約の内容に応じ、公共調達を行う各府省等に

おいて定められます。 
※３ 次世代法や若者雇用促進法に基づく認定など、複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高

いものにより加点が行われます。 
※４ 労働時間等の働き方に係る基準を満たして認定を受けていることが必要です。 
※５ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務が対象でない、常時雇用する労働者が

300人以下の事業主が都道府県労働局に策定した旨を届出した場合に限られます（計画期間が満
了していない場合のみ）。 

行動計画の策定、策定した旨の届出を行った事業主のうち女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、 
都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。 

①採用、➁継続就業、③労働時間等の働き方、④管理職比率、⑤多様なキャリアコース 
の５つの評価項目を満たす項目数に応じて取得できる認定段階が決まります。  

※ 認定基準の詳細については、裏面及び以下のURLを参照してください。 

 （厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ） 
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

 

＜えるぼし認定マーク＞ 

評価項目例 認定等の区分 
※３ 

総配点に占める割合 
（評価の相対的な重要度等に応じ配点） 

＜配点例＞ 

10％の場合 ５％の場合 ３％の場合 

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進に関
する指標 

３段階目 10％ ５％ ３％ 

２段階目※４ ８％ ４％ ２％ 

１段階目※４ ５％ ２％ １％ 

中小企業において 

行動計画の策
定・届出をして
いること※５ 

２％ １％ 0.5％ 

えるぼし認定について 

３段階目 ２段階目 １段階目 

事業主の皆さまへ 

３０１人以上事業主の
場合、えるぼし認定など
の認定等のない企業は、
加点がされません！ 

別添２ 

http://www.gender.go.jp/policy/positive_act/wlb_torikumi.html
http://www.gender.go.jp/policy/positive_act/wlb_torikumi.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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えるぼし認定の評価項目 

【評価項目１：採用】 

男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度（※）であること 

（※直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率」×０．８が、直近３事業年度の平均した「採用
における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと（期間の定めのない労働契約を締結する
ことを目的とするものに限る）） 

【評価項目２：継続就業】 

①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごと
にそれぞれ0.7以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る） 

又は 
②「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷

「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分
ごとにそれぞれ0.8以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ新規学

卒採用者等に限る） 

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、
直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること 

【評価項目３：労働時間等の働き方】 

【評価項目４：管理職比率】 

① 管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること  
又は 
② 直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のうち課長

級に昇進した女性労働者の割合」÷直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の
職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」が0.8以上であること 

【評価項目５：多様なキャリアコース】 

直近の３事業年度に､以下について大企業については２項目以上（非正社員がいる場合は必
ずAを含むこと）、中小企業については１項目以上の実績を有すること 
A 女性の非正社員から正社員への転換（派遣労働者の雇入れ含む） 
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 

 
認定の段階の区分は、次の５つの評価項目のうち、 

 ５つの基準全て満たしている場合は、３段階目 

 ３つ又は４つの基準を満たしている場合は、２段階目 

 １つ又は２つの基準を満たしている場合は、１段階目 

 
上記はいずれも、 
 満たしている実績については、実績値を厚生労働省のウェブサイト※１に毎年公表することが必要。 
 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組を実施し、
その取組の実施状況について、厚生労働省のウェブサイト※１に公表するとともに、２年以上連続してその実
績が改善していることが必要。 

※１（厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース） http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/ 
※２ なお、そのほか「関係法令に違反する重大な事実がないこと」などの基準もあります。認定基準や制度の詳細、申請書様式などにつ

いては、以下のURLを参照してください。 

 （厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ） http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 
 

   

えるぼし認定の段階 

「えるぼし認定」を取得しましょう！ 

女性活躍推進法特集ページ で検索 

平成28年6月作成 リーフレット№３ 

http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/
http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/
http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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大阪働き方改革にかかる今後の基本方針 

(平成 28 年 10月 31日第２回大阪働き方改革推進会議) 

 

－「４ 女性の活躍推進」「11 「働き方改革推進企業」の顕彰・動機づけ制度創設に向けた

検討」 のみ抜粋－ 

 

４ 女性の活躍促進 

(1) 大阪の低い女性就業率 

大阪の雇用環境において、女性の活躍促進と次の５の若者層の東京圏への流出が大

きな課題である。 

全国の女性就業率が 48%である（平成 27年総務省「労働力調査」基本集計第１-２表）

のに対して、大阪府内の女性就業率は 45.3％（平成 27年大阪府「労働力調査地方集計

結果（年平均）」第１表）と、３ポイント近くも低くなっている。 

大阪では、結婚・出産を期に離職する女性が全国平均より多く、その後の回復が鈍

いことが女性の就業率の低さにつながっており、これを解決するには、女性が働き続

けられる環境の整備が求められる。また、職場全体の意識改革も重要である。そのた

め、大阪会議のメンバーは、OSAKA女性活躍推進会議（大阪商工会議所、大阪府、大阪

労働局、公益社団法人関西経済連合会、近畿経済産業局、日本労働組合総連合会大阪

府連合会、特定非営利活動法人南大阪地域大学コンソーシアム（50音順）により構成）

と連携し、(2)以下で示す、女性就業率を上げるための手立てを尽くすこととする。 

 

(2) 子育てをしながら働くことのできる環境整備 

平成28年4月の保育園等の待機児童数は、大阪府は1,434人であった。東京都の8,466

人、沖縄県の 2,536人、千葉県の 1,460人に次いで多くなっている。待機児童ゼロが 9

県、一桁が１県、二桁が 12 道府県で、合計 22 道府県が二桁以下となっていることに

かんがみると、子育てをしながら働くことのできる環境整備にかかる好事例を参考に

しつつ、事業所内保育所設置の普及啓発を含めた、子育てをしながら働くことのでき

る環境整備について、大阪会議メンバーが協力し合うこととする。 

 

(3) ママの就活応援キッズ安心事業（仮称）の創設 

３で記述した「OSAKA しごとフィールド」(エル・おおさか内)においては、平成 26

年４月から、企業面接等で一時的に保育が必要な乳幼児を預かる事業を開始して好評

を博している。職業訓練受講中やハローワーク、OSAKAしごとフィールドなどの連携職

業紹介機関から紹介されて就職した場合に引き続き年度末まで乳幼児を継続的に預か

る事業（４月には入園児童が入れ替わり、新規入園が比較的容易になる）～ママの就

活応援キッズ安心事業（仮称）～のような仕組みがあれば、保育園の入園予約制の検

討と軌を一にした時宜を得たものとなり得るので、公的機関、民間企業を含めて、検

討されることが望まれる。 

別添３ 
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(4) 女性の就業環境の整備・意識改革 

各業種団体に働きかけ、女性が働きやすい職場環境を整備することも重要である。

女性を部下に持つ管理職の研修や女性が実際に管理職となるための研修なども重要な

取組である。12 で詳述するが、パイロット的に取り組むトラック運送業における職場

改善のための取組においては、女性の進出のための更衣室等の設置など輸送先の現場

等も含め、職場環境の整備、女性ドライバーの育成支援などの取組も、今後は求めら

れる。 

大阪労働局は、女性活躍加速化助成金の利用を通じ、女性が働きやすい職場環境整

備を促す。 

女性就業に必要な職業知識については、生徒・学生時代からの職業教育も重要であ

る。大阪労働局等は、授業の一環として、あるいは高校、大学等への出前授業などの

女性就業率向上のための職業教育を推進する。 

 

(5) 女性の活躍促進企業の推進 

また、子育て期を含めた女性が活躍しやすい企業を認定する仕組みとして、次世代

育成支援法に基づく「くるみん」、「プラチナくるみん」がある。 

さらに、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業を認定する仕組みとして、女

性活躍推進法に基づく「えるぼし」、大阪市の「女性活躍リーディングカンパニー」

があり、男性も女性もいきいきと働くことのできる取組を進める企業等を登録する仕

組みとして、大阪府の「男女いきいき・元気宣言」事業者登録制度がある。これらに

ついては、大阪会議のメンバーが連携して、より多くの企業が認定に向けて取り組む

メリットの周知を含め勧奨し認定を受けた企業を積極的にＰＲするとともに、大阪独

自で発展させるための方策について、11で詳述する。 

 

(6) OSAKAしごとフィールド等を軸とした女性の就業支援 

大阪府は、OSAKAしごとフィールドにおける就業支援を軸とし、２で詳述の大阪労働

局他関係機関と連携し、「製造」、「運輸」、「建設」分野を中心とした「働き方改

革」の促進や、具体的な就職活動に踏み出せていない若年・無業女性の就業への結び

つけ、結婚・出産を機に離職した女性の再就職支援等に取り組む。大阪市は、「しご

と情報ひろばマザーズ」や女性の就労支援事業において、一時保育付の就労相談や、

再就職の不安を解消するためのセミナーの開催を行うとともに、女性の活躍を応援す

る企業を中心としたマッチング機会と保育に関する情報を一体的に提供するなど、家

庭生活と両立できる仕事探しを支援する。 

大阪府・大阪市及び大阪労働局は、OSAKAしごとフィールド、しごと情報ひろばにお

けるハローワークとの一体的実施事業をさらに充実・強化し、相互に連携して女性の活

躍促進を支援する。 
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11 「働き方改革推進企業」の顕彰・動機づけ制度創設に向けた検討 

(1) 本年度内に結論を得る事項 

(ア) くるみん、ユースエール等認定企業に対する公共調達での受注機会の増大 

平成 27年に成立した女性活躍推進法の第 20条第１項では、国は、公共調達にお

いて、女性活躍推進法に関する取組の実施状況が優良な一般事業主(以下「認定一般

事業主等」という。)の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施することとされ、

同条第２項では、地方公共団体は、国の施策に準じて、必要な施策を実施するよう

に努めることとされた。 

この規定に基づき、平成 26年 10月３日の閣議決定により設置されていた「すべ

ての女性が輝く社会づくり本部」(本部長：内閣総理大臣)において、本年３月 22日

に「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金に関する取組指針」(以下「取組指

針」という。)が決定された。 

認定一般事業主等には、「えるぼし認定企業」(女性活躍推進法)、「くるみん認定

企業」及び「プラチナくるみん認定企業」(次世代法)並びに「ユースエール認定企

業」(若者雇用促進法)があり、これら企業に対する公共調達における評価の仕組み

の導入については、取組指針において、原則として本年度中に開始することとされ

ている。 

したがって、原則として本年度中に取組指針に沿った公共調達の取扱基準が厚生

労働省から示された後、大阪労働局が本取扱いを開始する。 

平成 29年度以降、大阪労働局は、その公共調達に関する実施状況等を、差し支え

ない範囲で、大阪府内の地方公共団体に説明する機会を設ける。 

また、認定一般事業主等を対象とした合同就職面接会を開催する。なお、ユース

エール認定企業は従業員 300人以下の中小企業に限定されているなどの要件がある

ため、合同就職面接会では、参加要件を法の趣旨に反しない範囲で柔軟化する(大企

業も参加可能とするなど)こととする。 

大阪市では「女性活躍促進リーディングカンパニー」認証企業に対し、市が実施す

る総合評価方式一般競争入札において加点する取り組みを行っているところであり、

今後も引き続き取り組んでいく。 

 

   (イ)  認定一般事業主等に対する金融機関等の支援 

大阪労働局と包括連携協定を締結している金融機関をはじめとして、金融機関が、

認定一般事業主等に対して、資金調達面での助言などの支援について検討すること

を期待する。すでに、大阪府の「男女いきいき・元気宣言」事業者登録制度におい

ては、金融機関（商工中金、りそな銀行）と、大阪市の「女性活躍促進リーディン

グカンパニー」認証制度においては、金融機関（商工中金、大阪シティ信用金庫、

大阪信用金庫、日本政策金融公庫）と連携し、登録事業者や認証企業に対し融資に

おいて利率の優遇を行っているところである。 

もし、金融機関が、認定一般事業主等に対する支援措置を採り、大阪労働局に連
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絡し大阪労働局等の HPへの掲載を希望した場合は、大阪労働局は、自局の HPで公

表するとともに、さらなる周知・広報に努める。 

 

(2) 平成 29年度以降の計画 

 (ア)  各地方公共団体における認定一般事業主等の受注機会の増大等の施策の検討 

各地方公共団体は、女性活躍推進法第 20条第 2項の趣旨に沿って、公共調達にお

いて認定一般事業主等の受注機会の増大その他の必要な施策について検討すること

とする。 

その際、大阪労働局は、その有する知見を適宜各地方公共団体に提供する。 

また、各地方公共団体が独自に認定する企業等についても大阪労働局の公共調達

における取扱いについて検討する。 

 

(イ)  認定一般事業主等に準じた優良な企業の取扱いの検討 

ユースエール認定企業は、従業員 300人以下の中小企業に限定されていたり、企

業が奨励していても男性育児休業の実績が出なかったり、年次有給休暇の取得実績

が若干少なかったり、残業時間が若干多かったりする企業は沢山あり、その中にも、

労働関係法令違反のない、働きやすい環境の企業は多く存在する。 

こういった働きやすい企業をできる限り増やすためには、若者を応援する企業や

女性の活躍促進企業等に対する各種認定制度を有効に活用していくことはもとより、

認定一般事業主等の認定基準に準じつつも、別個の推奨制度として、認定基準を取

得可能な適度な水準にして、各企業が認定取得をあきらめずに働き方改革に意欲的

に取り組んで貰えるようにすることが適当である。こういった過程を経ることによ

って、いわゆるブラック企業を抑制する効果も期待できると考えられる。 

大阪会議のメンバーは、認定一般事業主等に準じた、大阪独自の、働き方改革推

進に優良な企業の顕彰・動機づけ制度創設について、更に検討を進めることとする。 


